
分野 8 1

法律名

第６条 第２項 × 第１００条で準用

第６条 第３項 × 第１００条で準用

第６条 第４項 × 第１００条で準用

第６条 第６項 × 第１００条で準用

第１１条 第２項 × 第１００条で準用

第１２条 第１項 ア 第１００条で準用

第１２条 第４項 × 第１００条で準用

第１３条 第２項 × 第１００条で準用

第１４条 第１項 × 第１００条で準用

第１５条 ⅳ a 第１００条で準用

第１７条 第２項 × 第１００条で準用

第２１条 第１項 ⅰ 第１００条で準用

第２１条 第３項 ⅰ 第１００条で準用

第２２条 第３項 ⅰ 第１００条で準用

第２２条 第４項 ⅰ 第１００条で準用

第２２条 第５項 ⅰ 第１００条で準用

第２２条 第６項 ⅰ 第１００条で準用

第２２条の２ 第２項 ア 第１００条で準用

第２２条の２ 第３項 ア 第１００条で準用

第２２条の２ 第５項 ⅰ 第１００条で準用

第２２条の２ 第６項
準用規定

第１００条で準用

第２６条 第３項 × 第１００条で準用

第２６条 第５項 × 第１００条で準用

第２７条 第４項 ⅴ 第１００条で準用

第２７条 第５項 × 第１００条で準用

第２７条 第６項
準用規定

第１００条で準用

第３８条 × 第１００条で準用

第４０条 第１項 × 第１００条で準用

第４２条 第４項 × 第１００条で準用

第４７条 第２項 × 第１００条で準用

第５３条の２ 第３項 × 第１００条で準用

第５４条 第３項 × 第１００条で準用

第５４条 第４項 × 第１００条で準用

第５６条 第２項 × 第１００条で準用

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）

条 項 備考



分野 8 1

法律名

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）

条 項 備考

第５６条 第３項 × 第１００条で準用

第５７条 第２項 ⅰ 第１００条で準用

第５７条 第３項
準用規定

第１００条で準用

第５８条の２ 第２項 × 第１００条で準用

第５８条の３ 第３項 × 第１００条で準用

第５８条の３ 第４項 × 第１００条で準用

第５８条の５ 第２項 × 第１００条で準用

第５８条の５ 第３項 × 第１００条で準用

第５８条の６ 第２項 ⅰ 第１００条で準用

第５８条の６ 第３項
準用規定

第１００条で準用

第６５条の２ 第３項 準用規定

第７４条 第１項 × 第１００条で準用

第７４条 第２項 × 第１００条で準用

第７５条 第３項 ア 第１００条で準用

第７５条 第４項 ア 第１００条で準用

第７５条 第５項 ア 第１００条で準用

第７６条 第１項 ⅰ 第１００条で準用

第７６条 第２項
準用規定

第１００条で準用

第７７条 第２項 ア 第１００条で準用

第７８条 第２項 ア 第１００条で準用

第７９条 第２項 ×

第８９条 第２項 ア 第１００条で準用

第８９条 第３項 ア 第１００条で準用

第８９条 第４項 ア 第１００条で準用

第８９条 第５項 ア 第１００条で準用

第８９条 第６項 ア 第１００条で準用

第８９条 第８項 ⅰ 第１００条で準用

第８９条 第９項
準用規定

第１００条で準用

第９０条 第２項 ×

第９１条 第１項 ⅱ

第９７条 第４項 行政不服審査法の準用
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法律名

第４条 第１項 ア

第４条 第２項 ア

第４条 第４項 ア

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

運河法（大正二年法律第十六号）

条 項 備考
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法律名

第１６条 第４項 ×

第１６条 第５項 ×

第１７条 第２項 ×

第２３条 第４項 ⅴ

第２８条 第２項 ⅴ

第２８条の６ 第２項 ⅴ

第２９条 第１項 ⅴ

第２９条 第２項 ⅴ

第３０条 第１項 ⅴ

第３０条 第２項 ⅴ

第３１条 ⅳⅴ a

第３３条 ⅳⅴ a

第４０条 第１項 ⅴ

第４０条 第２項 ×

第４０条 第３項 ×

第４０条 第４項 ⅴ

第４１条 ×

第４２条 第１項 ⅴ

第４２条 第２項 ×

第４２条 第３項 ×

第４２条 第４項 ⅴ

第４５条 第１項 ⅴ

第４５条 第２項 ⅴ

第４７条 第２項 ⅴ

第４８条 第１項 ⅴ

第４８条 第３項 ⅴ

第４９条 ⅴ

第５３条 第１項 ⅴ

第５３条 第２項 ⅴ

第５４条 第３項 ⅳⅴ e

第５４条 第４項 ⅴ

第５５条 ⅳⅴ e

第５６条 ⅴ

第５８条 ⅴ

第５９条 第２項 ⅳ e

条 項

通番

災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）

備考
メルクマール
該当非該当

の判断
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法律名

条 項

通番

災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）

備考
メルクマール
該当非該当

の判断

第６０条 第３項 ⅴ

第６０条 第４項 ⅴ

第６０条 第５項 ⅴ

第６０条 第６項 ⅴ

第６１条 第２項 ⅳ e

第６１条 第３項 準用規定

第６３条 第２項 ⅳ e

第６４条 第２項 ア

第６４条 第３項 ア

第６４条 第５項 行政代執行法の準用

第６４条 第７項 準用規定

第６４条 第９項 ア

第６４条 第１０項 例による規定

第６５条 第２項 準用規定

第６６条 第２項 水難救護法の準用

第６７条 第１項 ⅳⅴ a

第６７条 第２項 ⅳⅴ a

第６８条 第２項 準用規定

第６８条の２ 第３項 ×

第６９条 ⅳⅴ a

第７０条 第３項 ⅴ

第７２条 第１項 ⅴ

第７２条 第２項 ⅳ a

第７３条 第１項 ⅴ

第７３条 第２項 ⅴ

第７４条 第１項 ⅳⅴ a

第７４条 第２項 ⅳⅴ a

第７５条 ⅳⅴ a

第７６条 第２項 ⅴ

第７６条の３ 第６項 ⅴ

第７６条の４ ⅴ

第７７条 第２項 ⅴ

第８０条 第２項 ⅴ

第８１条 第１項 ア

第８１条 第２項 ア
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法律名

条 項

通番

災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）

備考
メルクマール
該当非該当

の判断

第８１条 第３項 ア

第８２条 第１項 ⅰ

第８２条 第２項 ⅰ

第８３条 第１項 ア

第８３条 第２項 ア
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法律名

第３条 第２項 ×

第３条 第３項 ×

第５条 ×

第８条 第２項 ×

第９条 準用規定

第１０条 第２項 ×

第１０条 第３項 ×

第１０条 第４項 ×

第１１条 ×

条 項

通番

備考

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和四十八年法律第八十二号）

メルクマール
該当非該当

の判断
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法律名

第３条の２ ⅲ,ⅳ a

第３条の３ 第２項 ⅲ,ⅳ a

第３条の４ 第１項 ⅲ,ⅳ a

第３条の４ 第２項 ⅲ,ⅳ a

第５条 第２項 ×

第７条 第１項 ×

第７条 第３項 ×

第７条 第４項 ×

第８条 第３項 ×

第９条 ×

第１０条 第３項 ⅴ

第１１条 第１項 ⅴ

第１１条 第２項 ×

第１２条 第１項 ⅴ

第１２条 第２項 ⅴ

第１３条 第２項 ⅴ

第１３条 第３項 ⅴ

第１４条 第１項 ×

第１４条 第２項 ×

第１４条 第３項 ×

第１４条 第４項 ×

第１５条 第１項 ⅴ

第１５条 第２項 ⅴ

第１５条 第４項 ×

第１５条 第５項 準用規定

第１６条 第１項 ⅴ

第１６条 第３項 ⅴ

第１６条 第４項 ⅴ

第１７条 ⅴ

第２０条 第１項 ×

第２５条 ⅴ

第２８条 第２項 ⅰ

第２９条 ×

第３２条 第１項 ×

第３２条 第２項 ×

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

水防法（昭和二十四年法律第百九十三号）

条 項 備考
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法律名

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

水防法（昭和二十四年法律第百九十三号）

条 項 備考

第３２条 第３項 ×

第３３条 第３項 ×

第３５条 ⅴ

第３６条 第２項 ×

第３６条 第４項 ×

第３９条 第４項 ×

第４０条 ×

第４９条 第２項 ア

第５０条 ×
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法律名

第３条 第１項 ⅰ

第３条 第２項 ×

第１０条 第１項 ⅰ

第１１条 第１項 ⅰ

第１１条 第２項 ×

第１２条 ⅰ

第１４条 第２項 ×

第１５条 第１項 ⅰ

第１５条 第２項 ⅰ

第１５条 第３項 ⅰ

第１６条 ×

第１８条 第３項 ×

第１８条 第４項 ×

第２０条 第１項 ア

第２２条 ア

第３３条 第２項 ×

第３４条 第３項 ×

第３９条 第１項 ×

第３９条 第３項 ×

第５０条 第１項 ⅰ

第５０条 第３項 ア

第５６条 第２項 準用規定

第５９条 第３項 ア

第５９条 第４項 ア

第６２条 第４項 ×

第６５条 第１項 ×

第６５条 第２項 ×

第６６条 ×

第６７条 第１項 ×

第６９条 第３項 ×

第７１条 第３項 ⅰ

第７３条 第２項 ア

第７８条 ×

第８４条 ⅳ f

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

水害予防組合法（明治四十一年法律第五十号）

条 項 備考
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法律名

第１２条 第２項 ×

第１３条 ×

第１５条 第１項 ア

第１５条 第２項 ア

第１６条 第４項 準用規定

第１７条 第２項 ×

第１７条 第３項 ×

第１７条 第６項 ⅰ

第１７条 第７項 ⅰ

第１８条 第３項 ×

第１８条 第４項 準用規定

第２０条 第２項 ア

第２０条 第３項 ⅴ

第２１条 第２項 ア

第２３条 第２項 ⅳ e

第２３条 第３項 ⅳ e

第２３条 第５項 準用規定

第２４条 第１項 ×

第２４条 第２項 準用規定

第２５条 第２項 ⅳ e

第２５条 第３項 ×

第２７条 第２項 ×

第２８条 第１項 ×

第２９条 ×

第３０条 準用規定

第３２条 第１項 ⅴ

第３２条 第２項 ⅴ

第３２条 第３項 ⅴ

第３２条 第４項 ⅴ

第３２条 第５項 ⅳ e

第３２条 第６項 準用規定

第３３条 第１項 ⅴ

第３３条 第２項 ⅴ

第３３条 第５項 準用規定

第３４条 第２項 ア

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法律第七十七号）

条 項 備考
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法律名

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法律第七十七号）

条 項 備考

第３４条 第３項 ア

第３４条 第４項 ア

第３４条 第５項 ア

第３４条 第６項 ア

第３４条 第８項 ⅰ

第３４条 第９項 ⅰ

第３４条 第１０項 ⅰ
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法律名

第４条 第２項 ×

第５条 第９項 ×

第７条 第２項 ⅴ

第８条 第２項 準用規定

第８条の２ 第２項 ×

第１０条 第２項 ×

第１１条 ×

第１２条 第３項 ア

第１２条 第４項 ア

第１２条 第５項 ア

第１２条の２ 第１項 ⅰ

第１２条の２ 第２項 ⅰ

第１２条の２ 第３項 ⅰ

第１３条 第２項 ×

第１４条 第１項 ⅴ

第１４条 第２項 ⅴ

第１８条 第２項 ア

第１８条 第３項 ア

第１８条 第４項 ア

第１８条 第５項 ア

第１８条 第７項 ⅰ

第１８条 第８項 準用規定

第１８条 第９項 ア

第２０条 第２項 ア

第２０条 第３項 ア

第２０条 第４項 ア

第２２条 第１項 ×

第２７条 第２項 ×

第３５条 第１項 ×

第３５条 第２項 ×

第３７条の３ 第４項 ×

第３７条の６ 第２項 ×

第３７条の８ 準用規定

第３８条の２ 第２項 ×

条 項

通番

海岸法（昭和三十一年法律第百一号）

備考
メルクマール
該当非該当

の判断



分野 8 9

法律名

第９条 ×

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

砂防法（明治三十年法律第二十九号）

条 項 備考
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法律名

第６条 第８項 ⅰ 第１６条第２項で準用

第６条 第９項 ⅰ
第１６条第２項、第２１条第４項、第２

３条第４項で準用

第６条 第１０項 ⅰ
第１６条第２項、第２１条第４項、第２

３条第４項で準用

第１１条 第２項 ×

第１７条 第１項 ⅰ

第１７条 第３項 ⅰ

第２０条 第２項 ×

第２１条 第３項 ⅰ

第２３条 第３項 ⅰ

第２４条 第２項 ×

第２４条 第３項 ×

第２４条 第４項 ×

第２６条 第２項 ×

第４５条 第１項 準用規定

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

地すべり等防止法（昭和三十三年法律第三十号）

条 項 備考



分野 8 11

法律名

第３条 第２項 ×

第３条 第３項 ⅴ

第４条 ×

第５条 第２項 ア

第５条 第３項 ア

第５条 第４項 ア

第５条 第５項 ア

第５条 第６項 ア

第５条 第８項 ⅰ

第５条 第９項 ⅰ

第５条 第１０項 ⅰ

第６条 ⅴ

第８条 第２項 ア

第１０条 第４項 準用規定

第１１条 第２項 準用規定

第１２条 第３項 ×

第１３条 第２項 ×

第１７条 第２項 準用規定

第１８条 第１項 ⅰ

第１８条 第３項 ⅰ

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五十七
号）

条 項 備考
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法律名

第４条 第１項 ×

第４条 第２項 ⅳ e

第５条 第２項 ア

第５条 第３項 ア

第５条 第４項 ア

第５条 第５項 ア

第５条 第６項 ア

第５条 第８項 ⅰ

第５条 第９項 ⅰ

第５条 第１０項 ⅰ

第６条 第２項 ⅴ

第６条 第３項 ⅳ e

第６条 第４項 ⅴ

第６条 第５項 ⅳ e

第６条 第６項 準用規定

第７条 第１項 ⅴ

第７条 第２項 ⅴ

第７条 第３項 ×

第８条 第２項 ⅴ

第８条 第３項 ⅳ e

第８条 第４項 ⅴ

第８条 第５項 ×

第８条 第７項 ×

第８条 第８項 ×

第８条 第９項 準用規定

第１１条 ×

第１５条 第１項 ア

第１５条 第２項 ×

第１６条 第４項 準用規定

第１７条 第２項 ×

第１７条 第３項 ×

第２０条 第２項 ア

第２０条 第３項 ×

第２１条 第２項 準用規定

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平
成十二年法律第五十七号）

条 項 備考



分野 8 13

法律名

第６条 第２項 ×

第６条 第４項 ×

第６条 第６項 準用規定

第１２条 第１項 ×

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

豪雪地帯対策特別措置法（昭和三十七年法律第七十三号）

条 項 備考



分野 8 14

法律名

第２条 第２項 ⅳ e

第２条 第３項 ⅳ g

第２条 第４項 準用規定

第３条 第１項 ×

第３条 第２項 ×

第３条 第３項 ×

条 項

通番

地震防災対策特別措置法（平成七年法律第百十一号）

備考
メルクマール
該当非該当

の判断



分野 8 15

法律名

第３条 第３項 ⅳ e

第３条 第５項 準用規定

第６条 第１項 ×

第６条 第２項 ×

第１３条 第１項 ⅴ

第２０条 災害対策基本法の準用

第２１条 第１項 ⅴ

第２１条 第２項 ⅴ

第２１条 第３項 ⅳⅴ a

第２６条 第１項 災害対策基本法の準用

第２６条 第２項 災害対策基本法の準用

第２７条 第２項 災害対策基本法の準用

第２７条 第４項
市町村長による

事務の執行

第２７条 第６項 ⅰ

第２７条 第７項 ア

第２７条 第８項 ア

第２７条 第９項 災害対策基本法の準用

第２８条 第１項 ⅴ

第２８条 第２項 ⅴ

第３１条 災害対策基本法の準用

第３２条 第１項 ⅴ

条 項

通番

大規模地震対策特別措置法（昭和五十三年法律第七十三号）

備考
メルクマール
該当非該当

の判断



分野 8 16

法律名

第２条 第１項 ⅳⅴ g

第２条 第２項 ⅳ e

第２条 第４項 準用規定

第３条 第１項 ⅴ

第３条 第２項 ×

条 項

通番

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政
上の特別措置に関する法律（昭和五十五年法律第六十三号）

備考
メルクマール
該当非該当

の判断



分野 8 17

法律名

第３条 第３項 ⅳ e

第３条 第５項 準用規定

第６条 第１項 ×

第６条 第２項 ×

条 項

通番

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成
十四年法律第九十二号）

備考
メルクマール
該当非該当

の判断



分野 8 18

法律名

第３条 第３項 ⅳ e

第３条 第５項 準用規定

第６条 第１項 ×

第６条 第２項 ×

条 項

通番

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する
特別措置法（平成十六年法律第二十七号）

備考
メルクマール
該当非該当

の判断



分野 8 19

法律名

第３条 第１項 ⅳⅴ g

第３条 第２項 ⅳ e

第３条 第４項 準用規定

第４条 第１項 ×

第８条 第１項 ×

第８条 第２項 ×

第８条 第３項 ×

第８条 第４項 ×

第８条 第５項 ×

第８条 第６項 準用規定

第２０条 ⅴ

第２１条 第１項 ⅴ

第２１条 第２項 ⅳⅴ e

第２１条 第３項 ⅴ

条 項

通番

活動火山対策特別措置法（昭和四十八年法律第六十一号）

備考
メルクマール
該当非該当

の判断



分野 8 20

法律名

第５条 第４項 ⅳ e

第７条 第２項 準用規定

第９条 第１項 ⅴ

第９条 第２項 ⅴ

第１６条 第６項 ×

第１７条 第７項 準用規定

第１８条 第４項 準用規定

第１９条 第６項 準用規定

第１９条の２ 第５項 ×

第１９条の２ 第７項 ×

第２３条 第２項 ⅴ

第２６条 ⅴ

第３０条 第１項 ⅴ

第３１条 第１項 ⅴ

第３１条 第２項 ×

第３１条 第４項 ⅴ

第３３条 第１項 ×

第３３条 第２項 ×

第４０条 第２項 ア

第４１条 第１項 ⅴ

第４１条 第２項 ⅳ e

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

石油コンビナート等災害防止法（昭和五十年法律第八十四号）

条 項 備考



分野 8 21

法律名

第７条 第２項 ⅳ e

第８条 第４項 ⅳ e

第９条 第６項 準用規定

第１０条 第１項 ⅴ

第１１条 第４項 準用規定

第１３条 第１項 ⅴ

第２３条 第１項 ⅴ

第２３条 第２項 ⅴ

第２５条 第２項 ⅳ e

第２６条 第１項 ⅴ

第２６条 第２項 ⅴ

第２７条 第１項 ⅴ

第２７条 第２項 ⅴ

第３２条 第２項 ア

条 項

通番

備考
メルクマール
該当非該当

の判断

原子力災害対策特別措置法（平成十一年法律第百五十六号）



分野 8 22

法律名

第５条 第２項 ×

第５条 第３項 ×

第６条 第１項 ×

第７条 第２項 ×

第７条 第４項 ×

第７条 第６項 ア

第７条 第７項 ア

第８条 第２項 ×

第８条 第３項 ⅰ

第８条 第４項 ⅰ

第８条 第５項 ⅰ

第１２条 第２項 ⅰ

第１２条 第３項 ⅰ

第１２条 第４項 ⅰ

第１３条 第３項 ⅰ

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

被災市街地復興特別措置法（平成七年法律第十四号）

条 項 備考



分野 8 23

法律名

第１０条 ⅳ g

第１１条 第２項 ⅱ

メルクマール
該当非該当

の判断

通番

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和二十六年法律第九十七
号）

条 項 備考



分野 8 24

法律名

第７２条 港湾法の適用

条 項

通番

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法
律（平成七年法律第十六号）

備考
メルクマール
該当非該当

の判断




